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○
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百
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火
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日
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平

成
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十

三

年
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月

七
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告 
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

保
安
林
予
定
森
林
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所
在
場
所 

 
 

郡
上
市
高
鷲
町
大
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字
岩
高
二
七
九
一
の
一
、
二
七
九
一
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二
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二
八
〇
七
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一
、
二
八
〇
七
の

二
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二
八
〇
八 

二 

指
定
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目
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土
砂
の
流
出
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備 

三 

指
定
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業
要
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採
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方
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伐
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備
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期
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岐
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役
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備
え
置
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縦
覧
に
供
す
る
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三
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)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
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翌
日 

(
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

 
 

郡
上
市
明
宝
小
川
字
松
山
一
六
五
六
の
一
二
、
一
六
五
六
の
一
四
、
一
六
五
六
の
一
一
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。） 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。 

 
 
 
 

字
松
山
一
六
五
六
の
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。） 

 
 

２ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

３ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

４ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

 
 

郡
上
市
和
良
町
下
洞
字
真
那
ケ
洞
三
六
の
一
、
八
二
の
三
、
八
五
の
一
か
ら
八
五
の
九
ま
で
、
八

六
の
一
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八
六
の
二
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八
七
の
二
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八
の
一
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八
八
の
二
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九
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一
か
ら
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九
の
三
ま
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〇
の
一
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〇
の
二
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一
の
一
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九
一
の
二
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一
一
一
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一
一
三
の
一
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一
一
三
の
二
、
一
一
三

の
二
の
一
、
一
一
三
の
三
、
一
一
四 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 
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示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
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県
知
事 
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田 
 
 
 
 

肇 
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一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

二 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
陽
だ
ま
り 

三 

代

表

者

の

氏

名 

白
川 

利
夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
高
山
市
下
林
町
九
六
六
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
飛 

地
区
の
地
域
住
民
に
対
し
て
、
介
護
、
福

祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
病
院
又
は
診
療
所
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
六
月
七
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

リ
バ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル 

シ
ン
セ
イ
（
Ⅰ
） 

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局 

ま
み
や
調
剤
薬
局
芥
見
店 

な
の
花
薬
局
北
方
店 

ユ
タ
カ
薬
局
林
町 

な
ご
み
薬
局 

名 
 
 

称 

多
治
見
市
明
和
町
五
丁
目
五
七
の
七 

岐
阜
市
芥
見
南
山
二
の
六
の
三
五 

本
巣
郡
北
方
町
柱
本
一
丁
目
一
九
七

の
二 

大
垣
市
林
町
一
〇
丁
目
一
三
三
九
番

地
一 

飛 

市
神
岡
町
東
町
五
一
二
の
一 

所

在

地 

同 同 同 同 精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

同 同 同 同 平
成 

二
三
・ 

六
・ 

一 

指 
 

定 

年

月

日 

医
療
法
人
稲
葉

医
院 名 

 
 

称 

飛 

市
神
岡
町
船
津
一
〇

七
二
番
地
一 

所

在

地 

内
科 

自
立
支
援
医 

療
を
担
当
す 

る
診
療
科
名 

精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
三
・ 
六
・ 

一 
指

定 

年

月

日 

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局 

ま
み
や
調
剤
薬
局
芥
見
店 

な
の
花
薬
局
北
方
店 

多
治
見
市
明
和
町
五
丁
目
五
七
の
七 

岐
阜
市
芥
見
南
山
二
の
六
の
三
五 

本
巣
郡
北
方
町
柱
本
一
丁
目
一
九
七

の
二 

同 同 同 

同 同 同 

阪
神
調
剤
薬
局
多
治
見
店 

く
す
の
き
薬
局 

名 
 
 

称 

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目
一
〇
八
の

五
の
一
〇
一 

各
務
原
市
那
加
楠
町
四
五
の
二
一 

所

在

地 

同 精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
三
・ 

四
・ 

一 

平
成 

二
三
・ 

五
・ 

一 

変 
 

更 

年

月

日 
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本
巣
市
国
領
字
川
田
二
三
六
番
の
一 

外 
二 
意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

変
更
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
基
本
測
量
の
実
施 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

作
業
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院 

二 

作
業
種
類 

 
 

基
本
測
量
（
一
等
磁
気
測
量
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
十
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
ま
で 

四 

作
業
地
域           

 
 

下
呂
市 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
巣
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一  

作
業
機
関 

 
 

本
巣
市 

二  

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
更
新
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

四  

作
業
地
域 

 
 

本
巣
市
全
域 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
指
定 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三

年
六
月
七
日
に
次
の
と
お
り
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

郡
上
市 

関
市 

調
査
を
行
う 

者
の
名
称 

郡
上
市
高
鷲
町
鷲
見
の
一
部 

関
市
板
取
の
一
部 

調 
 
 
 

査 
 
 
 

地 
 
 
 

域 

同 平
成
二
三
・
六
・ 

七
か
ら 

平
成
二
四
・
三
・
三
一
ま
で 

調 

査 

期 

間 

萩

原

小

坂

連

合

土

地

改

良

区 

土

地

改

良

区

名 

平
成 

二
三 

・ 

五
・
二
〇 

認

可

年

月

日 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
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可

年

月

日 

小

坂

第

一

土

地

改

良
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土

地

改
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名 

平
成
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三
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五
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〇 
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可

年

月

日 

小

坂

第

二

土

地

改

良

区 

土

地

改

良

区

名 

平
成
二
三
・ 

五
・
二
〇 

認

可

年

月

日 
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